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山梨県の公立病院
等の再編・ネット
ワーク化構想

[県地域保健医療計画による二次医療圏　→　①中北医療圏　②峡東医療圏　③峡南医療圏　④富士・東部医療圏(４市２町６村) ]

【富士・東部医療圏の中の東部地域の方向性】
◎この地域における医療機能の低下を招かないよう、病床利用率の低い病院にあっては、利用実態や今後の見込みを踏まえて病床数の見直しを
行うなど、経営改善に努め、病院としての存続を図る。　　◎　（中長期的）　病院の統合の可能性も含め、3病院間の連携体制のあり方について、
引き続き検討を進める。

プランの実施状況
の点検・評価・公表

2,092,818 2,198,973 2,342,413

医業費用 2,233,428 2,323,768 2,358,205

2,295,706 2,398,768 2,438,205

純損益 ▲ 103,814 ▲ 94,392 9,611

②再編・ネット
ワーク化

○県が主体的に参画（保健医療推進委員会で協議)　　平成21年3月に県の構想の中で再編・ネットワーク化の方
向性が示された。）　→　素案について県民意見提出制度（パブリックコメント）により、広く県民に意見を求めた。
○第二段階として、県構想の再編・ネットワーク化の方向性を踏まえて市民の意見を伺いながら検討を進める。

5年
（平成25年度）

総費用

③経営形態の見
直し

○民間経営手法導入の検討
地方独立行政法人化（一般）、指定管理者制度、民間譲渡
○地方独立行政法人（特定）、地方公営企業法全部適用
先ず経営改善に取り組み、第二段階として上記の形態について、メリット・デメリット
を検証、導入事例を参考にするとともに市民の意見を伺いながら再編・ネットワーク化
との関わりがあるため併せて検討する。

医業収益

総収益 2,191,892 2,304,376 2,447,816

年度別収支計画
（単位：千円）

区　　分 平成21年度 平成22年度 平成23年度

健診受診者数（人） 12,900 14,000 15,000

救急患者取扱件数（件） 2,350 2,600 2,850

職員給与費比率(％)
(非常勤医師賃金を含
む)

63 61.9 58.8

職員給与費比率(％)
(非常勤医師賃金を除
く)

50.5 50 47.6

改革の3つの視点 内　　        　容 対象期間

①経営効率化

○一般会計から所定の繰出後の経営黒字化（3年後）→各種経営指標の年度別数値目標設定（必須項目と任意
項目)
○許可病床数の適正化→県の医療計画の基準病床数、大月市の人口、過去3年間の平均入院患者数を踏まえた
病床数（154床）に設定　→　3年後、より多くの入院患者を受け入れ病床利用率70％以上の達成を目標とする。

３年
(平成２３年度)

《具体的な取り組み （抜粋） 》
○常勤医師の確保（最重要課題：関連病院協定提携先大学病院への派遣増要請他） 　　○療養病棟の再開（40
床）　　○健診センターの充実（専従医師確保・健診システム導入による効率化・人間ドック等の充実・受診者受入
増他）　　 ○病院の信頼と患者サービスの向上（接遇研修会の開催・待ち時間の短縮化・職員の意識改革・医療環
境の整備・患者満足度調査）　　○病床規模の適正化（計画最終年度に許可病床を89床削減し154床とする。）
○病院情報の発信強化(ホームページの充実・病院広報紙の発行・市広報の活用)　   　○看護師の確保（看護学
校訪問・奨学金貸付制度PR・職場環境、勤務条件改善他）　　○救急対応の改善（受入件数増他）　　○常勤医師
の処遇改善（報奨制度導入の検討・環境づくり）　   　○経費の削減（人件費の適正化・一般経費の節減）
○地元医療機関との連携強化（紹介患者の積極的受入・最新機器の有効活用他）　　○その他

85.7

経常収支比率(％) 95.5 96.1 100.4

病院を存続させ地域医療を確保していくため、「地方公営企業法」及び「自治体病院の経営原則」に基づき市の繰出基準に沿って一般会計負担を継続する。 病床利用率(％)
（実稼動）

74.7 79.9

療養 36

外来 260 278 288

療養 31 療養 34

115 123 132
一般 84 一般 89 一般 96

市 立 中 央 病 院 の 役 割

地域住民の医療を確保し、住民の健康保持のための公衆衛生活動等を行うことによって、地域住民の福祉の増進に資するこ
と。　　　　①医学の進歩に対応した適正な医療の供給に心がけながら、一般医療のほか、開業医では対応することが困難と
言われているへき地等の地域医療の確保向上、救急医療などの不採算医療及び専門的医療を積極的に推進し、安心で信頼
される医療を効率的、継続的に提供する。　　②保健・福祉対策の中核としての役割(保健福祉施設との連携強化)　　③地域
の中核機能を持った医療機関としての役割(開業医との連携強化)

1日平均
患者数(人)

入院

一 般 会 計 負 担 の 考 え 方

110
改革プランに基づき病院経営改善に総合的に取り組み、①一般病院として存続させ地域医療を確保維持して
いく。　②市の財政負担の軽減を図る。

療養病床 40
感染病床 4

常勤医師数（人）
（年度末）

9 10 11

平成23年度
（第3年度）策 定 の 趣 旨

「公立病院改革ガイドライン」に基づき、病院の再生と市民に安全安心な安定した医療を提供し、今後も引き続
き地域医療を確保していく事を目的として、市民等の意見などを拝聴しながら改革プランを策定しました。

病床数（床）
平成22年度まで89床休
止

154 154 154

基 本 的 な 考 え 方
内訳

一般病床

市立中央病院改革プラン2008　概要版

市 立 中 央 病 院 の 現 状 年度別の主な数値目標
プラン策定の基礎となる現状の把握・分析

　　　　　　　　　　　　年度
項目

平成21年度
（初年度）

平成22年度
（第2年度）


